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〔午前 １０時１３分 開会〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    開会の宣告  

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 ご苦労さまです。予定の時間より少し早いですけれども、おそろいのようですので始めていき

たいと思います。 

 議会改革特別委員会全体会ですけれども、去る６月25日に全体会を開きまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、

それぞれ各班から作業内容についてのご報告をいただきました。 

 Ａ班については、その時点で終結をいたしました。 

 本日は、Ｂ班とＣ班について、協議内容等について、ご協議をいただくということで進めてい

きたいと思います。 

 そして、今日のご協議を踏まえまして、議運のほうへ諮らせていただいて、その後、特別委員

会に戻していただいて、今後の作業を進めていくという方向性でいきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

２ 協議事項 （１） 各グループの協議内容について 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 それでは早速、Ｂ班のほうからよろしくお願いいたします。 

○（平口朋彦君） 

 まず、今までにＢ班が協議をしてきた、取り組んできたものは、前回、ご説明をして、今回も

同様の資料を本日のフォルダの中に入れておいていただいております。その中で、皆さん、事前

に目を通していただいて、気になるところ等も上げていただいているとは思いますが、それをま

ず、ちょっと後にさせていただいて、Ｂの資料１－２、ページで言いますとページ10まで飛んで

いただければと思います。 

 Ａ４の横１枚で、①から⑥まで協議内容があります。皆さんからのご指摘のやつは、この後で

お聞きしますので、まずはこちらについて、説明をさせてください。 

 資料１－２の協議内容①から⑥は、Ｂグループで一つ一つ検討していった結果、これはグルー

プ単位ではなくて、全体会で広く意見をお聞きした上で決したほうがいいというふうな形で、全

体会への宿題という形で上げさせていただいているものです。一つずつ、もう一度説明をいたし

ますので、ご意見等をいただいて、今回どうするか、一つずつ決めたいと思います。 

 まず、①委員長報告について。こちらは、これまでも説明をしておりますが、委員長が議会の

最終日に委員長報告をする際に、全員賛成と言いつつ委員長が反対討論をされたというケースが

ありました。傍聴者もしくは市民の皆さんに非常に分かりにくいのではないかということで、委

員長においては、反対討論をする場合、委員会において、委員長職から一旦離れて、その場で討
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論・表決をしたほうが市民の皆さんに分かりやすいのではないかということで、そのことを申合

せ事項のところで明文化しようということです。 

 その原案については、今までもお示しをしてありますが、10ページから１枚めくってもらって

９ページに、１個前に戻ってほしいんですけれども、原案としては、委員長が本会議において反

対の立場から討論に参加しようとする場合、付託議案審査時にあらかじめ討論・表決するという

文章を申合せ事項に追加したいと思います。 

 まずは①委員長報告について、皆さんからご意見をいただければと思います。いかがでしょう

か。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 分かりやすさからいったら、当然、こういったことでしっかり自分の意志というものを委員長

が示すべきだと思います。ただ問題は、例えば、付託議案審査の委員会から本会議のこの間にお

いて大きな変化が起こった場合、それは委員長だけではなく、ほかの委員もやはり本会議では全

く別の議会としての意思を示さなければならないということも、あり得ないことではないと思う

んです。だから、本来は、私もこのくらい委員長はしっかりその理由を明確にするべきだと思う

んですけれども、明文化するということがどうかなというのは少し問題を感じるんですけれども。 

○（平口朋彦君） 

 ありがとうございました。恐らくそういったご意見もあるかと思います。 

 本来であれば、審査時に委員会としての審査はそこで終わって決していますので、そこが本会

議に行って、また結果が変わってくるというのはちょっとイレギュラーかなとは思うんですけれ

ども、あり得ないことではないと思います。そういう場合は、非常にイレギュラーなものとして、

それはそれで適時、臨機応変に対応するというのが望ましいのかなと考えます。 

 そのことを明文化すると、ちょっとややこしくなってくるので、今の太田委員のご意見は非常

にあり得るケースとして、しんしゃくしないといけないのかなと思いますけれども、そこまでを

明文化するか、もしくは今回これを全部なくすかというところになってしまうのかなとは思うん

ですけれども。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 やはり、ここに掲げられているくらい、委員長はしっかり自分の意志は明確にするべきだと思

います。ただ、私が先ほど言ったような問題が、もし議会としても多様性を認めるならば、例え

ば、この文面を「する」という表現じゃなくて、「するのを基本とする」というような、そんな

表現に、もしなれば、それは一つの方法だと思うんですけれども。 

○（平口朋彦君） 

 なるほど。ありがとうございます。 

 今、太田委員から案として、基本とするという言葉を入れてはどうかと。基本とするという言
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葉を入れると柔軟性、弾力性が出てくると思います。非常にいい案だと思います。 

 したがいまして、先ほどの話で、あらかじめ討論・表決をすることを基本とするという形でい

かがでしょうか。再度、皆さんにお諮りをしたいと思います。よろしいでしょうか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 では、こちらの①については、今の太田委員からのご助言も含めて、明文化するような形でし

たいと思います。 

 続きまして、②意見書の提出議員数についてをご協議いただければと思います。 

 これも１枚戻っていただきまして、事務局からの提案、ご指摘でした。意見書を提出の人数要

件が今は４分の３と厳しくなっております。これを３分の２にしてはどうかということで、事務

局からの提案がありました。４分の３という要件というのは、首長を辞めさせるとき、そういう

ときぐらい非常に厳しい人数要件になります。 

 また、ちょっとＢグループで協議しているときには、出なかった話で恐縮なんですけれども、

意見書を提出するかしないかということを、委員会で決めるときは２分の１以上で決まっちゃう

んですよね。ただ、意見書を提出することは決まっても、その意見書の実際の内容を決めるとき

は４分の３という厳しいものになってしまって、そこに、そごが発生してしまう。意見書は提出

することは決めたのに、意見書は、いつまでたっても４分の３の同意がないと内容が決まらない

ということがあるので、この人数要件はちょっと考えたほうがいいんじゃないかなということな

んですけれども、皆さん、ご意見をいただければと思います。 

 例えば、具体例を申しますと、総務建設委員会で付託されたもので、つい最近、リニアについ

て有識者会議の内容を開示するような意見書を市から提出してほしいという陳情がありまして、

その陳情について協議をしました。それについては、僅差で提出しないというふうに総務建設委

員会では、一旦、継続審査にしてから決まったんですけれども、それだって、２分の１を採れな

いから委員会では提出しないと決まりました。これが２分の１を僅差で通過しても、この15人全

員で諮ったときには４分の３が必要になってくるんですよね。確実に委員会で提出することが決

まっても、４分の３だと確実に意見書が決しないということが、そのときに想定されたんです。

そういうことを踏まえると２分の１で意見書は提出するという議決はするのに、意見書の内容は

４分の３ということが非常にまずいのかなと思います。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 意見書を提出する可否を過半数で決めて、それを、なるべくスムーズに提出できるようにする

ためにも、４分の３から３分の２に変更するということについては賛成です。 

○（平口朋彦君） 

 ほかにご意見。 

 事務局で今のところで補足できるところがあれば補足してもらっていいですか。 

 事務局係長。 
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○事務局係長（大塚康裕君） 

 ３分の２という理由がちょっと分からないんですが、３分の２というのはどういった理由かと

いうのと、請願で、例えば過半数で委員会で決して、本会議でも過半数で意見書を提出すること

を請願で決しますよね。その場合でも、結局、この４分の３条項がある限りは、４分の３がない

と意見書は出せないというふうになりますので、本会議の結果と意見書が出せないという矛盾が

生じるんじゃないかということが少し疑問かなと。 

 ただその要件が３分の２がいいのかどうかというのは、ちょっと事務局の誰が言ったのかは分

かりませんけれども、その辺は疑問といいますか、それも結局、同じことだと思うんですけれど

も。整合性が図られないんじゃないかということで、ちょっとお話をさせてもらいました。 

○（平口朋彦君） 

 ありがとうございます。これは議会改革特別委員会が立ち上がったときに、昨年度、とある事

務局の方からご指摘があって、せめて３分の２にしないとという話なんですけど、今のお話だと

３分の２でも、ちょっとまずいんじゃないかというご指摘もあります。 

 いかがでしょうか。協議していただきたい理由は、ご理解いただいたのかなとは思うんですけ

ど。 

 ちょっとこれに関しては、振っちゃって申し訳ないんですけれども、期の多い方でＢグループ

で、お二人にはお聞きしているので、申し訳ないんですけれども太田委員、ちょっとご意見いた

だければと思います。 

○（太田佳晴君） 

 ４分の３となったのは何かなと、今、大石委員と確認したんですけれども、覚えていないんで

すけど、何かがあって４分の３というのを取り入れたような記憶があるんです。それが何かが分

からないんですけれども。ただ、そのときのためだけに、その４分の３が生きちゃっているとす

ると、こうしてやっぱり、しっかり、また整合性が取れるようにしなければならないと思うんで

すけれども、なかなか３分の２か４分の３というのは、今は難しいと思います。 

 ただ、先ほど係長が言われたような、そういう議会内の議決の矛盾というのを抱えるというの

は、それは改めないといけないものですから、ちょっと今どっちかというのは私も言えない状態

です。 

○（平口朋彦君） 

 ありがとうございます。 

 私がこれまた、先代か先々代ぐらいの事務局の方にお聞きしたときは、やはり市議会全体で地

方自治法の条文に則した形で意見書を出すのだから、できるだけ市議会の総意に近いほうがいい

んじゃないかということで４分の３になったようだという話は聞いたことがあります。半分で果

たして市議会の総意かって。市議会名で出す以上、市議会の総意に近い形にするために４分の３

というふうにしたんじゃないかというふうには聞いたことがあります。 

 ただ、今の整合性のことを図ると、２分の１にしておかないと整合性が取れないというところ
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があるのかなと思います。 

 いかがでしょうか。２分の１で今想定される問題ってありますかね。 

 現事務局長はどのように考えますか。 

○事務局長（原口 亨君） 

 先ほどから言われている４分の３とか３分の２ということの根拠がないとするならば、委員会

で過半数で決したものを本会議とか全協で出したときに、あえてそこを４分の３、その根拠とし

ては、先ほど言われたように、総意として多いほうがいいんじゃないかという、ただの根拠かな

と思うので、そこは整合性としては委員会から次に移ったときに合わせたほうがいいのかなとは

思いますが。 

○（平口朋彦君） 

 事務局としての見解は、やはり整合性を取ったほうがいいのではないかということです。 

 ちょっと４分の３から２分の１というのも、すごい激しい変化ではあるんですけれども、２分

の１にするということでよろしいでしょうか。 

 また、申合せ事項なので、不断の見直しをかけるというのは申合せ事項以外でも、議会基本条

例も不断の見直しをかけるものですので、今回、２分の１に一旦して、これで何らか問題が出る

のかどうかということも検証する機会にはなるのかなとは思います。 

 いかがでしょうか。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 なかなか議決と一緒にするというのが、どうもいま一つしっくりこないんですけれども。とい

うのは、議決にも特別議決と普通の議決とあるように、これもやはり少しそんなものを感じるの

で、確かに議会の総意というのは基本的には過半数でいろんなものを本会議では進むんですけれ

ども、意見書というのは、また違うような意味合いがあるのかなと思うので、一緒にしちゃうと

いうのはちょっとどうかなって、今。なかなか皆さん、その結論というのは、明確な答えが出な

くて、ご意見も出ないのかなって思うんですけど。 

○（平口朋彦君） 

 大石委員。 

○（大石和央君） 

 先ほど、副委員長が言われたように、そもそも４分の３というのが議会の総意という意味で、

なるべく一致したいというところで４分の３というふうになったと、そういう経緯は分かる。だ

けれども、どういう理由だろうかというのは、そこのところはちょっと過去を調べないと。つま

りこの申合せを、４分の３というのをつくるときに、どういう議論があったのかというのは記憶

に薄れているので何とも言えないんですけれども。 

 ただ、今、太田委員が言われたように、やっぱり慎重にという意味合いも含めて、確かに議決

の過半数で２分の１ということでやるのか、あるいは３分の２にするのかと、確かに４分の３で
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はきついというか、ちょっと整合性が取れないというのは分かるんですが、そのところはちょっ

と議論は必要かなというふうには思うんですね。だから、どっちかって、２分の１か３分の２か

という単純なものでもないものですから、その辺。 

○（平口朋彦君） 

 分かりました。ちょっと今のお二方のご意見もありますし、この場では、②について、先ほど

委員長からもお話があったように、一旦、今日の協議を踏まえて議運に行くので、議運までに今

の過去の経緯とか他市町の傾向とか、そういうことも踏まえて、根底的なものがどうだったのか

とか、そういったことをちょっと調べていただきつつ、議運でももんで、最終的にはここにまた

戻ってくるという話なので、ここでは今は②に関しては、決しようがないのかなと思いましたの

で、そういうふうにさせていただきます。 

 続きまして、③質疑について、一問一答一括質疑とありますが、これについては５ページまで

行ってほしいです。ここで、一般質問は一問一答の方式で行うことができるというものを、一般

質問は一括方式または一問一答の方式でというふうにしたほうがいいんじゃないかということで、

語句の追加に関してはこのままになりました。 

 その流れの中で、委員会もしくは連合審査のときには、一括方式しか今現在はしておりません。 

Ｂグループの中で二つのご意見がありまして、議会議員の発言権は極力担保されるべきものであ

るから、通告質疑や連合審査での質疑においても一問一答方式を採用されるべきだ。一問一答が

できるというふうにも読み解けるので、そういうふうにしたほうがいいんじゃないかというご意

見。あともう一方のご意見は、あくまでも質疑に関しては議長口述や委員長口述で質疑・答弁と

も簡潔に、というふうな口述をしている。一問一答にすることによって質疑が冗長になったり、

長くなったり、簡潔にならないという懸念もあるのではないかという、両方のご意見がありまし

た。 

 しかしながら、議員の発言権というのは非常に重いものですので、これは皆さんにお諮りをし

て決めたほうがいいのではないかということで、こちらに記載させていただいています。一般質

問ではありません。通告質疑等ですね。連合審査の質疑においても、一問一答を認めるかどうか、

皆さんにご意見をいただきたいと思います。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 一般質問で一問一答を取り入れてから、一般質問の変化というのをかなり感じられます。それ

は、なぜ一問一答を取り入れたかというと、質問する内容について、より深く掘り下げていくと

いう、そういうことだと思うんです。 

 ただ、最近の傾向を見ていると、なかなか難しいんですけど、一問一答って一つ一つの質問を

して完結する。このことが分からない、それじゃあ分かりました、このことなら分かりました、

本来はそうではないと思うんです。一括と本来の意味は一緒だけれども、より深くという、その

部分を考えていくと、質疑というのを、本当なら、そういったことで深く掘り下げるために何回
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もということ、それが本来は望ましいかもしれません。ただ、やはり一般質問と違って、時間が

１時間という定められた中の議員が持っている時間じゃないし、いろんな広範囲にわたる審査・

審議をしていかなければならないので、そこは委員長の裁量で、別に、基本的には３回というこ

とだけれども、場合によったら４回、５回も、それは委員長には認められているものですから、

一つの決まりをつくっておいたほうが、今までどおりでいいかなと思うんですけれども。 

○（平口朋彦君） 

 今、太田委員からは今のような、きっちりと枠の中で質疑を展開していくということも必要で

はないかというご意見がありました。 

 今、お話の中であったように、議長、委員長の裁量というものがありますので、答弁があまり

にも十分でない場合は再質疑も可能ですし、一方で、やはり議員側も３回の中できっちり質疑を

仕切るというテクニック的なものも求められるのかな、技術論的なものも求められるのかなとも

思います。 

 ほかにご意見はありますか。 

 名前を出してしまって申し訳ないんですけれども、大石委員は、これについては一問一答が望

ましいというご発言もＢグループであったので、もう一度皆さんに向けて、ちょっとその真意も

込めつつ、お話をいただければと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

○（大石和央君） 

 本来、現に発言権があるわけですから、制限をかけること自体が問題があるということは、そ

れは前提としてあるんですね。 

 ただ、全体の議会の時間を考慮するということも他方ではあるだろうというふうに思うんです。 

 ですが、そこが難しいところで、私は、まずは基本的には発言権があるんだということを自覚

した上で、今、３回の質疑ということになっているんですけれども、できればそこで完結できな

ければ４回目も含めて、柔軟に委員長、議長が対応してくれるということであれば、今の議会の

これまでやってきた状況の中では、それでもまあいいのかなというふうには思います。 

○（平口朋彦君） 

 今、お二方からご意見をいただきました。現状維持というわけではないんですけれども、今後

も議長や委員長の進行、裁量というものをしっかりと職責を担っていただくという中で、現状ど

おり、質疑においては一括質疑のままにしておきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 異議なしということで、これについては、そのように決します。 

 ④専門部会の廃止についてということで、ご意見をいただきました。 

 専門部会に関しましても、これまでも多数、様々な方からご意見をいただいております。 

 これに関しては、全体的なものでありますので、専門部会の廃止について、全体会でご協議し
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ていただければと思います。 

 専門部会を廃止したほうがいいのではないかというご意見というものは、今まで全協でも出て

いますので、改めて廃止についての異議というものは、あえて述べませんけれども、いかがでし

ょうか。現在、政策立案推進部会とＩＣＴ推進作業部会がございます。主に政策立案推進部会に

ついてのご意見だったと思うんですけれども、改めて、この専門部会について、どうすればいい

のか、ご意見があれば。 

 大石委員。 

○（大石和央君） 

 やはり議会の中で、基本的には委員会、常任委員会あるいは特別に委員会というものを設置し

て審議をするという、こういうスタイルが基本だと思うんですね。 

 この専門部会というものをつくったのは、これは、かつても私、言いましたけれども、特殊事

情がありまして、この要項をつくったということになるわけですけれども。ですので、それを引

き継いだ上で、今回この専門部会があるのは、いわゆる議員の自主的な議員活動とか含めて、議

会をより活性化させていこうという目的があったということで、専門部会の規定をそのまま取り

入れてやってきているわけなんですけれども、そうした事情があってそうなっているということ

ですけれども、本来のところへもう一度帰りましょうということで、委員会、常任委員会、ある

いは議論しなければならない特別にやる場合だったら特別委員会を設置して、それでも条例制定

のことも含めて議論をしていくというようなことをしたほうがいいのではないかという、そんな

形でどうでしょうかという意味で、僕は言いましたけれども。 

○（平口朋彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 今、大石委員が言われたように、この専門部会が立ち上がったのは本当に特殊事情がありまし

た。それはそれとして、議会として新たな部会とした中で活動を始めるということで、それを使

って政策立案推進部会も大石議員が議運の委員長のときに相談してやったものです。ただ、その

やり方について、やはり問題の指摘があり、こういうようなことになったと思います。 

 専門部会を廃止するのは構わないと思います。構わないけれども、議会の活動が後退するよう

な形の廃止には、ぜひしてもらいたくないし、廃止する場合は、はっきりと、今後、牧之原市議

会とすると、政策立案にしても、ほかのものについても、こういう形で進めていくのだという強

いものを、しっかりつくってから廃止ということをね。ただ廃止だけじゃなくて、お願いしたい

なと、そんなふうに思います。 

○（平口朋彦君） 

 ほかにご意見はございますか。 

 一つは、専門部会ができた特殊な事情というのは、いろいろお聞きはしているんですけれども、

政策立案推進部会に関しては、私、任期中にできたものなのでよく分かっているんですけれども、
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やはり会派がないというところが一つの問題点で、苦肉の策で政策立案推進部会をつくったとい

うのは実情じゃないかなと思います。 

 会派があれば、志を同じくした政策的なものも同じ方向を向いた人たちでつくれるんですけれ

ども、それがないからこそ、委員会というものでくくられちゃうと、全く違う考え方を持った人

でも歩調を合わせないといけない。結果として何も生み出せないんじゃないかというところの事

情もあったと思うんですね。そういうことも含めて、議会が持つ政策立案機能の権能を向上させ

るために必要なものというのは何だろうということを考えたときに、専門部会は本来的ではない

し、そぐわないということであれば、次回の改選後にそういったものをつくるということを一つ、

ここで確認しつつ専門部会を廃止するという形はいかがでしょうか。一つこれは提案なんですけ

ど。 

 植田委員。 

○（植田博巳君） 

 今お話ししている内容で、あらかたいいのかなとは思うんですけれども、基本的には二つの常

任委員会があって、そこで所管の協議をやっているわけで、あくまでも常任委員会に付随したと

いうのか、常任委員会から出た形で特別委員会とかそういった中で協議されるほうがいいのかな

と。ですから、一旦、今の部会は廃止して、そして新たな今の形の政策とか条例制定とかをする

ような、ちゃんとした方針を、もう一度、再構築。今、副委員長が言ったように、再構築するこ

とが必要なのかなというふうに思いますけれどもね。 

○（平口朋彦君） 

 大石委員。 

○（大石和央君） 

 そういうことでいいと思うんですけれども、あと１点、そもそも部会というものをつくったと

いうのは、今期、やはり政務活動費がない、それぞれ議員のレベルもアップしていこうというよ

うな状況の中で、スキルをどう高めるかというと、やっぱりいろんな調査をしながら、勉強もし

ながらやっていくということで、それが自由に使えるものがないわけですよね、政務活動費とい

う形で。そういう中で、何とかやれないかというところで考えたというのが、もう一つの理由だ

というふうに思うんですけれども。ですので、次はやはり、ここの政務活動費を合わせて、議員

のスキルをどういうふうにアップしてくのかというところも含めて、議論をしてもらえればとい

うふうに思うんですけれどもね。 

○（平口朋彦君） 

 ありがとうございます。 

 今、ご意見があったように、議会として本来的な形にする必要がある。その中で、専門部会で

はなくて、もっとしっかりと整合性の取れたものを目指すべく、言葉としてこれが適当かどうか

は分からないんですけれども、今回の専門部会に関しては発展的解消ということで、あくまでも

議会が後ろ向きにならないように、政策立案の機能というものは、これからも向上させられるよ
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うに発展的解消を、一旦はこの任期中に解消して、次の改選後に政策立案推進部会に代わる、も

っとしっかりしたものをつくるということをこの場で確認して、専門部会は廃止ということでよ

ろしいでしょうか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 異議なしということで声が出ましたので、専門部会は今任期中いっぱいで廃止ということにし

たいと思います。 

 ⑤議員互助会基準等についてです。 

 前回もお話をしましたが、現在、議員互助会は、主に、お悔やみがあったときのみになってお

ります。今後、議員に若い方々が積極的になっていただける形になろうかと思います。そういう

方にしてみれば、まだご結婚されていない方、ご出産されていない方というものがあろうかと思

います。議員互助会基準に婚姻と出産を入れてはという意見なんですけれども、皆さん、どうで

しょうか。これを入れる必要はないんじゃないかというご意見が、もし、まずあれば。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 世の中の今、流れとして、やはり男女同権というのも当てはまるかは分からないですけれども、

どのような世代の人たちが議員になっても対応できるというのは、やっぱりスタンダードとして

備えるべきだと思います。というのは、この間、菊川の市議会選挙でも非常に若い女性の方が入

られた。だからこういう婚姻、出産というのも当然、可能性のあることなので、可能性として別

に定めておいて重荷になるものでもないし、それは対応力をより広げるという意味でやっておい

てもいいと私は思います。 

○（平口朋彦君） 

 今のようなご意見が出ました。これに関して、あまり反対意見も出ないかなと思います。 

 ただ、問題は、これ議員皆さんから拠出しているもので、お渡しするものですから、額の問題

があるんですね。この額についても近隣の情報も調べていただいて、Ｂグループの中では１万円

相当が妥当ではないかというふうにありました。ただ、これは本当にお金の問題なので、全体で

決めないといけないということで宿題にさせていただきました。婚姻や出産があった際に、議員

互助会費から１万円相当を送るということで、額についてご意見がございましたらよろしくお願

いします。よろしいでしょうか。ご異議ありますか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 ご異議はないようですので、婚姻、出産の際には互助会費から１万円ということで、この場で

は決めさせていただきたいと思います。 

 最後になります。次、⑥連合審査会の開始時間について。これに関しては、単純な話です。議

場で行っているためにベルを鳴らして９時開始というふうにしていますが、本来であれば連合審
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査会は委員会ですので、本日も言いましたが、皆さんそろったところで連合審査会を始めて、時

間というものは大事にしたほうがいいんじゃないかというご意見でした。 

 これについて、どうでしょうか。議場でやるから恭しく開始時間を守れというご意見があるか

どうかなんですけれども。よろしいでしょうか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 皆さんそろって、もちろん当局もですけれどもね。全員がそろったというふうに委員長が判断

した場合は開始時間を定刻前でも始めるということでさせていただきたいと思います。 

 あと、こちらにはないんですけれども、⑦として、事務局のほうで調べていただいたんですけ

れども、申合せで直したところで、議事堂という言い方をしないから議場にしましょうというふ

うに申合せのほうでは直してあります。ただ、会議規則のほうにも議事堂という言葉が使われて

いるということが分かりまして、そこが一方は議事堂で、一方は議場というわけにはいかないの

で、直すんだったら会議規則のほうも議場にする、会議規則に則したものにするのであれば、申

合せ事項も議事堂のままにしておくということなんですけれども、どうでしょう。会議規則のほ

うに合わせて今回は訂正を行わないか、もしくは会議規則も議場にしてしまうか、いかがでしょ

うか。 

 良知委員。 

○（良知義廣君） 

 議事堂と議場というのは、おのずといろんな違いがあって、意味も違う。そして、どこのグル

ープでも会議規則の関係で、議場にするか議事堂にするかという部分で話をしましたけれども、

要は、議事堂はあそこの議事堂だけなんですよ。議場というのは、ここも議場に含まれている。

いわゆる常任委員会であるとか、そういったものが開かれる場所であるという部分では、私は議

場というよりも議事堂という名称のほうが適しているのかなというふうに思っていますけれども。 

○（平口朋彦君） 

 今、良知委員からご指摘というか、Ａグループでもいろいろ考えてくださっていた部分もあっ

たと思います。議事堂という名前があそこに掲示されていないので、ちょっと違和感があるんで

すけれども、確かにどこでも議場になり得るという意味でいえば、あそこを議事堂というふうな

捉え方をするというのもありなのかなと。恐らく全国市議会の標準会議規則には議事堂という言

葉が使われていて、それをそのまま使っているんじゃない。 

 事務局係長。 

○事務局係長（大塚康裕君） 

 今、申合せの４の参集のところをおっしゃっているということですね。これは先ほど良知委員

もおっしゃったんですけれども、例えば、会議の参集をいうんだったら議事堂だと思うんですけ

れども、出席であれば議席じゃないんですかね。これ議場に着席って、普通は議席に着席だと思

うんですけれども、これどちらをいっているのか、３分前に着席することをいうのであれば、会
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議の出席は定刻３分前に議席に着席でしょうし、参集をいいたいのでしたら議事堂、３分前がい

いのかどうかは分かりませんけれども、議事堂に参集をして出退掲示板を押すことによって、議

長がそれを出席にしたということを認めることになりますので、どちらをいっているのか、直し

たいのかということで変わってくると思うんですが。議場と議事堂の違いは良知委員がおっしゃ

ったとおりなんですけど、この４の参集は何をいいたいのかということで変わってくるんじゃな

いかなというふうに思うんですけれども。 

○（平口朋彦君） 

 ということで、これは、あくまでも語句の問題ですし、本質的なものに関わることではないの

で会議規則も絡むということで、今回は現状維持という形で議事堂というもののまま、いかせて

いただきます。また見直しを不断の見直しをしていく中で検討していけばいいと思いますので。 

 是が非でも議場にしたほうがいいというご意見があるのであればなんですけれども、ご意見が

あまり出ないので、意見として一つあっただけなので、議事堂のままでよろしいかと思います。

このまま議運に諮るという形を取らせていただきたいと思います。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 以上で10ページに掲げていますＢグループから皆様への全体会に諮っていただきたい協議事項

は終わりました。 

 これ以外に、皆さんが事前に配付させていただいて、気になるところとか、協議したほうがい

いんじゃないかというご指摘のポイントがありましたら、挙手にてご意見いただければと思いま

す。よろしいですか。あとはＢグループが赤字にて修正させていただいたものでいかせていただ

けるということでよろしいでしょうか。結構多いんですけれども、改定案というもので11ページ

目からありまして、皆さん目を通していただいたと思いますので、ご意見がなければ、今の①か

ら⑦を踏まえて訂正したものを、今度はＢグループから議運にということでさせていただきます。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（平口朋彦君） 

 ありがとうございます。Ｂグループは以上にします。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 Ｂグループ、ありがとうございました。 

 続きまして、Ｃグループのほうを村田班長のほうからお願いいたします。 

 村田委員、お願いします。 

○（村田博英君） 

 それでは、Ｃグループの資料をお開きください。全体資料の左側に８月12日という資料があり

ます。それのほうが見やすくやってありますので、それを参照してください。分かりますでしょ

うかね。全体資料の左側に８月12日というのがありますが、それを見ていただきたいと思います。 

 ごめんなさいね、資料２－１というものなんですが、ごめんなさい、ちょっと言い方間違えた。
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Ｃグループ資料、８月23日議会改革特別委員会という資料がありますが、それを見てください。

資料２です。いいですか。 

 この間の発表の際に、ご指摘があったところを審議いたしました。その結果を含めて関係の条

例をちょっと変えなければならないので、そこを説明いたします。 

 それでは、第５条を見てください。３ページですね。第５条、第２号において審議という語句

を審査に変更しました。これは、審議とは、議会の本会議で付議事件について説明を聞き、質疑

し、討論をし、表決するといった一連の過程を指す用語でありまして、審査とは、委員会におい

て、議会の議決の対象となる議案や動議など、特定の事件について議論し、一応の結論を出す一

連の過程を指す用語であることから審査に変更したものでございます。 

 それから第６条についてですが、第３号において前回の全体会で委員の任期について、議長に

報告して任期満了になってしまうと委員以外の議員からの質疑を行う場がないのではないかとい

うご質問がございまして、議員からの質疑に回答するまでを任期としたらどうかと指摘があった

ことから、「議長に報告する日まで」という任期を、「全議員に報告する日まで」に変更いたし

ました。 

 それから現行の第11条をご覧ください。現行の第11条、改正案の第10条についてです。第６条

において、委員の任期を「全議員に報告する日まで」と変更したことに伴い、委員以外の議員へ

の報告をし、かつ質疑を受ける場を設定するという意味も含めて、「議員全員協議会において」

という文言を加えました。これにより、議長へ報告した後、議員全員協議会で全議員に報告をし

て質疑を受けるところまで対応したところで委員の任期は満了となります。 

 以上が、前回、ご指摘がありまして、審議をいたしたところでございます。以上です。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 ありがとうございます。 

 今のＣグループの班長さんのほうからのお話ですけれども、何かご意見があったらお願いいた

します。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 全体でいいですよね。 

 一つ目ですけれども、１ページ、第２条ですけれども、現行だと（１）に市民全体の奉仕者と

いうことで、これ市民全体の奉仕者というのは議員の絶対的な立場だと思うんですけれども、こ

の奉仕者というのが取っちゃってあるんですよね。市民全体の代表者という表現に変えてあるん

ですけど、これ代表者と奉仕者というのは、全く意味合いが違うんですけれども、これはどのよ

うな理由からこういう文言にしたのでしょうか。 

○（村田博英君） 

 これは、第２条の改定前は、議員は次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない、とい

うことで五つを挙げてありますが、この中に、これは非常に抽象的であるということで、具体的
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にこれをしたものですから、１から４までと、プラス発言またはＳＮＳ情報発信を行うときは、

公人としての自覚及び責任を持って行うことということを加えて、この中のものということで、

それで第２条の表題としまして、ここが問題ではなくて、具体的にしなければいけないというこ

とが、この間、そういうことに審議がありましたので、そういう意味で、１から５に掲げるとい

うことを主眼といたしました。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 具体的に定めたというのは分かるんですけれども、市民全体の奉仕者というのは、これで全て

を言っているんですよ。一番大事な言葉だと思うんです、この市民全体の奉仕者というのは。社

会全体のために尽くす人のことを指しているし、公務員自体が市民全体の奉仕者という一番大事

な、それ以上の議員というのは、やっぱり責任を持ってやらなければならないという、これをわ

ざわざ取っちゃって、市民全体の代表者って変えてあると、非常に、この倫理規定の格が落ちる

というか、そんな印象を持つんですけれどもどうでしょうか。 

○（村田博英君） 

 では、そういう提案がございましたので、再度、検討をするようにいたします。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 それでは、その市民全体の奉仕者というのは、もう一度、検討をお願いしたいと思います。 

 それと５ページの改正案の第13条ですけど、新たに、議長職務の代行というのが入っておりま

すけれども、これについて。この中に書いてある一番最後の、この訓令に規定する議長の職務。

この訓令に規定する議長の職務というのは、何を指すのでしょうか。 

○（村田博英君） 

 それこそ、現行の訓令に対しての訓令ですね。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 この訓令というのは、この倫理規定のことを指していますよね。この倫理規定の中で出てくる

議長職のことを言っていると思うんですけれどもね。ですから、この訓令で、例えば、議長に報

告をするとかありますよね。その職務のことを言っていると思いますけれどもね。ただ、ここで

は、なぜかというと、議長とか副議長がそれぞれ、分かっていると思うんですけれども、この倫

理規定の対象となった場合については、それ以外の方々が、この訓令に規定する議長の職も行う

ということなんですけれどもね。ですから、今言ったこの訓令に規定する議長の職務というのは、

この倫理規定の中でいう議長の職務ということだと思います。 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 



－１５－ 

 分かりました。ただ、議長の職務権限って、もっと大きなところでちゃんと認められているの

で、ここで、あえて議長の職務を行うという、簡単に議長の職務をどこかに代行するようなこと

を定めていいのかなと、すごく疑問を感じるんですけれども。 

○（村田博英君） 

 載せるかどうかという議論もあったのですが、議長が審査の対象になった、もし万が一なった

ときは、こういう何もないということでは、まずいんじゃないかということで、こういう条例を

第13条に載せたという経緯でございます。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 今の、この訓令による議長の職務というところは、ちょっと不明瞭な点もありますので、少し

その辺もさっきの点と踏まえて、ちょっと検討をもう一回、Ｃグループでしていただきたいと思

いますので、お願いいたします。 

○（村田博英君） 

 良知委員。 

○（良知義廣君） 

 いわゆる、議長が問題がなしということにはならない場合もあるので、この規定を入れるか入

れないかは、そのグループで再検討していただければいいと。 

 皆さんもご承知のように、実体験をしたと思うんですよ。この政治倫理規定の中に、なぜ一語

を除いたかと、そこら辺も踏まえて考えていただきたい。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 班長さん、いいですか。ここを入れるかどうかという規定を議論した経緯があります。そうい

う議長とか副議長が対象になるという可能性も少しでもあるということを考えれば、この規定は

入れておいたほうがいいんじゃないということで入れさせてもらったという経緯がございますけ

れども、また少し検討をさせてもらいたいというふうに。村田委員、いいですね。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○（村田博英君） 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 現行の第11条、改正案の第10条、５ページですね。これについて、少しお聞かせください。 

 現行は、議会本会議に報告するになっています、改正案は議員全員協議会において報告すると

いうことになっています。いろいろご協議いただいてこういうふうになったとは思うんですけれ

ども、一方で世間を揺るがすような、例えば、飲酒運転を繰り返したりとか、非常にあってはな

らないような事件を議会人が民間人に対して起こしちゃったときって、恐らく市民からの注目度

って高いと思うんですよね。それで、議会はこれについてどうしたんだというふうに言われたと

きに、議員全員協議会の場ではなくて議会本会議の場のほうが、そぐう場合もあると思うんです

けれども、そういうことも踏まえて、あえて議員全員協議会にしたということだとは思うんです
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けれども、その辺の協議はどういった流れだったのかお聞かせいただければと思います。 

○（村田博英君） 

 第10条については、指摘されたとおり、やっぱりそのまま報告しっ放しでは、まずいだろうと

いうことで、第10条と第11条を改めてつくったわけですが、刑事事件を起こしたときの倫理委員

会の対応というまでには話は及ばなかったんです。それは刑事事件は刑事事件で警察で処罰され

ます。 

 この間もありましたけれども、静岡の市議会議員が選挙の前に交通違反で捕まって、それで選

挙をやったら当選しちゃったと。それで、その賠償金やらあれを報酬から差し押さえられたとい

うことで、それがそのまま、まだ議員をやっているということに対してどうするんだ議会はとい

うことがありましたけれども。あれぐらいになりますと、本人はどうされるのかは、ちょっとま

だ聞いてはいませんが、これは倫理委員会の範疇を超えてやらなければならないんだろうという

ふうには思います。 

 それも含めて、もう一回検討してくれということであれば、これ何か、そういう形で載せなけ

ればならないかなというふうには思いますけれどもね。 

○（平口朋彦君） 

 例えば、政治倫理委員会に似たもので懲罰委員会ってあるんですけど、懲罰委員会というのは、

本会議と委員会のみの、しかも、そのときの発言とか行動とか、要は議員としての公職について

の懲罰しかできないんですよね。それでも、この政治倫理規定にあるように、やはり公人として、

市民の代表として遵守しないといけないものを、破ってしまったときに、やはり、これが立ち上

がって、それなりの是正措置をするということを思うと、やっぱり市民向けにある程度、もうち

ょっとオープンにしたところで報告したほうがいいのかなというふうに思ったので、その辺のす

み分けということで聞きました。 

 要するに、これの範疇を超えているものに関しては、辞職決議とか、そういうものがあったり

するから、あくまでも、この範疇の中に入っているものは議員全員協議会でいいんじゃないかと

いう判断をされたということですね。 

 分かりました。 

○（村田博英君） 

 議員の５人以上の申請により、受理するかしないかを、倫理規定自体がそういうことになって

いるので、その申請がない以上はできないんです。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 第６条ですけれども、委員会の組織について、前半までは事前に委員を組織していたんですけ

れども、今回の改正案で解散請求があったときということになったんですよね。そうすると、ち

ょっと恣意的に、その時々で委員の人選をするような可能性が出ちゃうんじゃないかなと。恣意
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的に。そんな可能性もどうかなと感じるんですけれども、あえて、なぜこのような形を取ったの

でしょうか。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 その理由なんですけれども、以前の規定で行いますと、委員が対象者あるいは請求人になって

しまう可能性もあったわけですよね。そういう今までも実際的に、請求人とか、本人が委員とな

ってしまう可能性があると、審査をするに当たって不公平が生じるということもあって、実際の

委員会の委員については、そうした請求人とか該当する議員が、そこに委員にならないような形

にしたいという意味合いで、こういう規定に改めたというところでございます。 

○（良知義廣君） 

 今、委員長が、私が説明したとおりであろうかと思います。簡単に言えば関係ない人がその事

象に応じて委員になって、公平に、公正に審議をすればいいと。どうしても色のついた人が中に

入っていれば、その色を誇張する形になりますから、決していいことではないと。簡単に言えば

そういうことだと思いますよ。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 そういうことで、この規定を設けました。 

○（村田博英君） 

 恣意的にならないようにしなければならない。特にそこは今回の改正案のポイントでございま

す。東京裁判にならないような私が何度も申しましたけども、５人にメンバーは、そういうこと

にしております。 

 以上です。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 こういう場合のケースもちょっと検討してくださっていると思うんですけど、例えば、５人で

自動立ち上がりですよね。５人で自動立ち上がりで、少なくとも５人は問題あると思って、恐ら

く連署してされると思うんですけど、その方以外のうちで言うと11人ですよね。その方以外は、

問題ないんじゃないかというふうに、例えばですよ、これはそこまで問題視するまでもないよと

不問に付したほうがいいよという方が11人いたら、６名を選ぶといっても、そこで11人からあと

の６人を選んじゃうと、不問になるのが決定ですよね。逆に言うと、協議するまでもないのかな

というふうになっちゃうんですよね。色がついている委員は、まずいよというのはすごく分かる

んですよ。逆に言うと、でも反対側の色がついている人ばかりになる可能性もあると思うんです

よね。その辺はどうなんだろうなと。 

○（村田博英君） 

 メンバーを決めるのは、議長が決めるわけです。それで、それを全協で報告して審議を、まず、

その人たちを受理するかしないかを検討するということですので、これはあくまでも、あの人は
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問題ないという仲間が、これを選ぶと、そのメンバーになってしまわないようにしなければなら

ないということなんです、逆に言うと。本当に太田委員が言ったように恣意的にならないように

やらなければいけない、それを心がけてやらなければいけないです。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 委員の皆さんが、こういう形で素案をつくってもらったものですから、これはこれでいいんで

すけれども、ちょっと感じるのは、私が前半、議長をやらせてもらったときの件についてという

ことが、非常に気になって、こういった形になっている部分があるのかなと感じるんです。ただ、

それはそれとして、これから不便が生じないような、しっかりした文案を、そのときだけのこと

じゃなくて、ずっと続いて不備が生じないようなものにしておいてもらえれば結構だと思います。 

 以上です。 

○（村田博英君） 

 そのとおりだと思います。私もあんなような状態をつくってはいけないと思うんです、議会が

ね。それは少なからずとも、私も反省をしておりますが、その上に立って、これを倫理委員会規

定をきちっとやろうということでございます。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 今、班長からお話があったとおりですけれども、ほかにありますか。よろしいですか。 

○（太田佳晴君） 

 ちょっといいですか。Ｂグループのときに、いつものものをやっていたので、うっかりしちゃ

ったんですけれども、今度、一般質問の１日の数というのを変えたものが書いてありますよね。

ここに、今まで６人というのを５人にするという。それを書いてあったんですけど、これについ

て改正案。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 前回、説明したかなと思うんですけれども、今まで一般質問、１日目は６人だったんですよね。

それを５人までは１日間でする。それで、６人以上は２日目は４人、２人にするといって、これ

でお示しをして、ご意見があるかなと思ったんですけれども、ご意見がなかったので。 

○（太田佳晴君） 

 それを聞こうと思ってね、いい。 

 今回、１日の上限を６人から５人ということなんですけれども、これは以前、たしか７人を６

人にしたという経緯があると思うんです、数年前にね。それで今回、あえて５人にしたその理由

というのはどのようなことから。そこを確認したいと思います。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 
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 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 あくまでも、これのほうがいいのではないかという。すみません、答弁としてはちょっと幼稚

ですね。結局、１日目のマックスを６人にして、例えば７人だと６人、１人になっちゃいますよ

ね。次の日が１人になっちゃいますよね。今までそうだったと思うんです。 

 ５人だっけ。何で５人にしたんだっけ。あれか。すみません、６人では、えらいという話にな

ったんだよね。そうですよね。 

○（大石和央君） 

 60分ずつ使った場合に大変でしょうという話なんですよ。今の状況の中で、コロナ禍だから、

やっぱり１人やったらば時間を空けるということを考えれば、６人では５時には終わらないじゃ

ないかということなんです。 

○（平口朋彦君） 

 ごめんなさい、そういうふうにＢグループでは検討しました。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 確認していたら、何か不都合があったのかなということを質問しようとしたんですけれども、

今、理由を聞いて、大変だからというのは、ちょっと理由として、やっぱり議員って、もし５時

過ぎても、当然、しっかりやることはやらなければいけないし、今、コロナ禍というのは、これ

は本当に特殊事情ですから、この特殊事情の中では対応は議運のほうで変更してやってもらえば

いいとは思うんですけれども、６人で、私自身は不便を感じていなかったものですから、その理

由を聞きたいんですけれども、大変だからというのはちょっと理由にならないかなと思います。 

○（大石和央君） 

 そういう意味ではなくて、大変ということではなくて、やはり一応、規定は５時までなので、

そういうことを考えれば６人よりも５人のほうが、今のコロナはやっぱり今後、どこで収束する

のか分からない中で今決めるんだから、そういった意味では、時間的余裕、１人やったら休憩を

取るというようなペースでやったほうがよかろうと、今もやっているから、そういった意味での

人数配分ということと、３日間あるんですね。３日間を配分するとやっぱり５人で、３かける５

の15人と、議長はちょっと抜けるけれども。そういう配分でやったほうが全体的なバランスから

見て、いいのではないかという意味なんですよね。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 当然、３日間ずっと予定を取って、なるべく質問者は多いほうがいいんですけれども、今まで

かつて３日間やったということは、ちょっと記憶にないんですけれども、私は全然、７人から６
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人にして、今の６人というのがそんなに不都合を感じていないです。というのは、例えば、前半

９時から12時までの３時間で、それで午後は１時から５時というと４時間ですよね。だから十分

に３人、３人で収まるんじゃないかなと思う、５時内にね。 

 それで問題は、やはり一般質問を１日やるということは、どうしてもやっぱり当局側の拘束と

いうのも配慮し、議員も当然、議員は会期中なので、そこに当然いるんですけれども、そんなに

不都合の理由が妥当性がないというふうに感じるものですから、なぜ、あえて５人にする必要が

あるのかなと、そんなふうに思っています。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 すみません、大変だって言っちゃったもので、そういう言葉も出たというぐらいにちょっとと

どめておいてほしいんですけれども。やはり、皆さんで協議をしていく中で、よりよい形で一般

質問が展開されるという部分がいいんじゃないかと。それで当局のお話もありましたし、今、

15人が登壇できるという可能性としてはあることを考えれば、５人、５人、５人というところも

一つ方法としては、手法としてはありなんじゃないかな。 

 それで、ここでは全然出てきていない話なんですけれども、どこにもうたっていないんですけ

れども、今はコロナ禍で１時間ごと、１人ごとに休憩を取っていますよね。暫時休憩。これだっ

て議長の裁量で、いかようにもできると思うんですけれども、やはり人間なので生理現象とかも

ありますよね。それを思うと、個人的にはですよ、個人的には２時間ぶっ通し、生理現象を我慢

するような、コロナの前みたいに２時間そのままやるよりは、今後１時間ずつ休憩を取ってもら

ったほうがいいなと個人的には思っているんですよ。そういうことも思えば５人でやっていくと

いうのも一つ手かなと。 

 ちょっとこれ議題じゃないですけれども、皆さん、コロナが収まったらまた２時間に戻るのっ

てどうですかね。ちょっと２時間はつらいなといって個人的には、冬になると寒くなっていくの

で近くなるのはつらいなという思いがあったりもします。すみません、これは別件の。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 太田委員。 

○（太田佳晴君） 

 ここでやり取りしてもあれですから、また一旦、議運へ戻って、こちらというなので、またい

ろんな角度から検討していただければと思います。 

 以上です。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 ほかに。 

 藤野委員。 

○（藤野 守君） 
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 今までの実績から言うと、考えにくいんですけれども、５人、５人、５人で15人ですよね。こ

れ、議長がもし一般質問に参加すると16人ですよね。その場合、これだと対応できなくなるおそ

れがあるんだけど、あまり考えられなくても16人が全員がするということを入れておいたほうが

よくないですかね。 

 副議長が議長席に座って、議長が一般質問をやるということもあるという、そういうところも

あるということを聞いているんですけれども、これだと最高15人になっているんですけれども、

その辺はどうかなと思ったものですから。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 我が市だと、慣例的に議長、あと監査委員は登壇しないという慣例があるんですけれども、そ

れだってきっちり決まったものでもないですし、明文化もされていないんですよね。ご指摘があ

ったように、掛川市なんかは、午前と午後で議長席、一般質問の進行を午前と午後で、議長・副

議長で分けているんですよね。午後からは副議長がやっていたりと。そういうことを思えば、議

長が登壇する可能性がある。そうすると、16人マックスになったときに、これは対応できないと

いうご指摘は当然だと思います。それはちょっと議運を含めて、今のご指摘に対応できるような

形を模索したいと思います。 

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 ほかに。 

 よろしいですか。 

           〔「なし」と言う者あり〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

３ その他   

○議会改革特別委員長（大井俊彦君） 

 それでは、今、ＢグループあるいはＣグループで協議をされました。この辺も踏まえながら、

今後、議運に諮らせていただいて、そこで議運としての協議をしていただいて、再度、特別委員

会へ戻していただくというような段取りでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

 本日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〔午前 １１時３０分 閉会〕 


